
財団法人空港環境整備協会 

 

第１ 監査対象の概要 

 １ 事 業 の 内 容  

 （１）事 業 の 概 要 

財団法人空港環境整備協会(以下｢協会｣という。)は、昭和４３年８月に設立された団体であ

り、公共の用に供する空港における離着陸により生ずる騒音等の障害の軽減等の諸対策に寄与

し、周辺住民の生活環境の改善を図り、空港運営に協力するとともに、空港の安全のための事

業の推進に資することにより、空港交通の健全な発展を期することを目的として、主として次

の事業を行っている。 

ア 航空公害防止のための施設、環境の整備 

イ テレビ、ラジオの受信障害防止等の対策 

ウ 空港周辺住民の生活環境改善のための事業 

 

 （２）都 と の 関 係 

都は、協会に対して、羽田空港における航空機騒音対策のため、テレビ受信障害対策事業補

助金交付要綱に基づき、平成１５年度４,８２８万余円、平成１６年度４，７１０万余円の補助

金を交付している。 

補助金の内容等は表１及び表２のとおりである。 

 

  （表１）補助金の種類、内容等 

種   類 根   拠 補 助 内 容 補 助 率 

テレビ受信障害

対策補助金 

テレビ受信障害対策

補助金交付要綱 

日本放送協会（ＮＨＫ)と放

送受信契約を締結し、放送

受信料を支払ったものに対

し補助金を交付する。 

補助対象経費の100/100（国

庫補助９５％、都補助５％)
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   (表２）テレビ受信障害対策補助単価               （単位：円) 

NHＫ受信料 

契約種別 支払方法 

第１区域 第２区域 
 
 

２ケ月払い ６００ ３００

６ヶ月払い １,８００ ９００普通契約 

１年払い ３,６００ １,８００

２ケ月払い ９４０ ４７０

６ヶ月払い ２,８２０ １,４１０カラー契約 

１年払い ５,６５５ ２,８３０

   第１区域（WECPNL 値８０以上)、第２区域（WECPNL 値７５以上８０未満) 

   WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル)値：１日当たりの航空機騒音の大きさを表す単位 

 

２ 組   織 

      協会の組織等は 事務所を千代田区内幸町二丁目１－１に置き、役員は１３名（会長１名、理事

長１名、専務理事１名、常務理事１名、理事８名、監事１名)及び職員３５９名のとおりである。 

 

第２ 監査の範囲及び実地監査期間 

 １ 監 査 の 範 囲 

   平成１５年度及び平成１６年度の補助事業について実施した。 

 ２ 実地監査期間 

 （１）環 境 局      平成１７年１０月１４日 

 （２）協   会      平成１７年１０月２６日 

第３ 監 査 の 結 果 

  １ 補助事業実績について 

   平成１５年度及び１６年度における、協会の補助事業実績は、表３のとおりであり、補助事業

実績報告書を中心に監査を行った結果、事業は所定の手続きに従って適正に執行されている。 

   なお、当補助金については、平成１６年度に国庫補助の主管局である東京航空局が騒音の実態

調査を行い、補助金の見直しに着手した。局としても、併せて見直しを検討する必要がある。 
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（表３）テレビ受信障害対策補助事業実績                   （単位：件、千円) 

平成１５年度 平成１６年度 
区 域 

受信料支払 

方法の種別 補助対象件数 補助金額 補助対象件数  補助金額 

普通契約 １４１ １７１ １３４ １５１

カラー契約 １６,１５１ ２６，２８９ １５,３１１ ２５，１１５第１区域 

  計 １６,２９２ ２６，４６１ １５,４４５ ２５，２６６

普通契約 ４２３ １９５ ４０３ １９０

カラー契約 ２７,９７７ ２１，６３１ ２７,９０８ ２１，６４３第２区域 

  計 ２８,４００ ２１，８２７ ２８,４００ ２１，８３４

普通契約 ５６４ ３６７ ５３７ ３４２

カラー契約 ４４，１２８ ４７，９２１ ４３，２１９ ４６，７５８合 計 

  計 ４４，６９２ ４８，２８９ ４３，７５６ ４７，１００
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